
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

（住居手当） 
第２６条 契約期間が３月以上ある有期雇用教職員

（無期雇用教職員を含む。ただし、医員、法科大学

院特別教授・准教授及び専門職大学院特別教授・准

教授を除く。）には、給与規程第１７条に定める教

職員の例に準じて住居手当を支給することができ

る。 
 （中 略） 

（臨床研修奨励手当） 
第３３条の２ 臨床研修奨励手当は、医員（研修医）

が臨床研修に従事した場合に支給する。 
２ 前項の手当の月額は、８０，０００円とする。 
３ 前２項の規定にかかわらず、月の１日から末日

までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場

合（第７２条及び第７３条に規定する有期雇用教

職員の業務災害及び有期雇用教職員の通勤途上に

おける災害により、勤務しなかった場合を除く。）

は、臨床研修奨励手当は支給しない。 
４ 臨床研修奨励手当には、第３０条に規定する超

過勤務手当及び休日給（以下「超過勤務手当等」と

いう。）を含むものとする。ただし、一の給与期間

における超過勤務手当等の額が臨床研修奨励手当

の額を超える場合は、その超える額について超過

勤務手当等を支給する。 
 
 
 
 （中 略） 
 
 
 
別表第５ 

職名 日給額 
医員 医師免

許等取

得後の

経験年

数 

２年目 ９，４００円 
３～４年目 １１，６００円 
５～６年目 １２，０００円 
７～８年目 １２，７００円 
９年目以上 １３，４００円 

医員（研修医） ９，４００円 
（略） 

※ 医師免許等とは、医師免許及び歯科医師免許

をいい、医師免許等取得後の経験年数を算出す

る起算日は、当該免許を取得した日の属する年

の４月１日とする。 
 （後 略） 

 

（住居手当） 
第２６条 契約期間が３月以上ある有期雇用教職員

（無期雇用教職員を含む。ただし、医員、医員（研

修医）、法科大学院特別教授・准教授及び専門職大

学院特別教授・准教授を除く。）には、給与規程第

１７条に定める教職員の例に準じて住居手当を支

給することができる。 
 

（臨床研修奨励手当） 
第３３条の２ 臨床研修奨励手当は、医員（研修医）

が臨床研修に従事した場合に支給する。 
２ 前項の手当の月額は、９０，０００円とする。 
３ 前２項の規定にかかわらず、月の１日から末日

までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場

合（第７２条及び第７３条に規定する有期雇用教

職員の業務災害及び有期雇用教職員の通勤途上に

おける災害により、勤務しなかった場合を除く。）

は、臨床研修奨励手当は支給しない。 
４ 臨床研修奨励手当には、第３０条に規定する超

過勤務手当及び休日給（以下「超過勤務手当等」と

いう。）（３０時間相当）を含むものとする。 
 
 
 
５ 前項の規定に定める時間を超えて超過勤務等を

した場合は、その超過分を超過勤務手当等として

支給する。 
 
   附 則（令和７年達示第８号） 
 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
 
別表第５ 

職名 日給額 
医員 医師免

許等取

得後の

経験年

数 

２年目 １１，２００円 
３～４年目 １２，０００円

５～６年目 １２，４００円

７～８年目 １３，１００円

９年目以上 １３，８００円

医員（研修医） １１，２００円

（同 左） 
※ 医師免許等とは、医師免許及び歯科医師免許

をいい、医師免許等取得後の経験年数を算出す

る起算日は、当該免許を取得した日の属する年

の４月１日とする。 

 


